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このたびの補正予算は、資本的収入の企業債に３，７００万円、補助金に 

２，９００万円、資本的支出の処理場建設改良費に８，０００万円、それぞれ追

加するものであります。 

以下、補正予算の大要についてご説明申しあげます。 

第２条については、予算第４条本文括弧書中に定める補てん財源額について、

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を「５億３，７２９万８千円」

に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を「５，３９８万２千円」

に、当年度分損益勘定留保資金を「３億４，８５３万７千円」に、それぞれ改め、

資本的収入及び支出については、収入第１項の企業債に３，７００万円、第４項

の補助金に２，９００万円、また、支出第１項の建設改良費に８，０００万円を

それぞれ追加するものであります。 

また、第３条については、予算第６条の公共下水道事業の起債限度額を、 

「３億１２０万円」に改めるものであります。 

その結果、資本的収入の予算総額が７億２５１万７千円、資本的支出の総額が

１２億３，９８１万５千円となるものであります。 

以上、補正予算の大要について御説明申しあげましたが、よろしく御審議のう

え御可決くださるようお願い申しあげます。 


